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舞 鶴 第５号 

＜教育目標＞ 

自主・自律・豊かな心 
村上市立村上第一中学校 令和６年８月 29日発行 

２学期始業式校長講話（８月 26 日）  
校長  鈴木 健史  

アメリカでは、GAFA（Google、Apple、Facebook、Amazon）などの大手 IT 企業が、青少年の精神

に悪影響を与える可能性について議論されています。これは、彼らが膨大な消費者データを収集

し、AI 技術を活用して個別にターゲットを絞り込むことによって、広告やコンテンツを配信してい

るためです。例えば、Facebook（現 Meta）は若者向けの広告を最適化し、Google は検索結果や

YouTube の推薦をカスタマイズしていると言います。 

 アメリカには、青少年のオンラインプラットフォームにおけるプライバシーとセキュリティに関

する法的規制が存在しています。例えば、「子供のオンラインプライバシー保護法」（COPPA）は、

13 歳未満の子供の個人情報の収集と使用に制限を設けています。また、一部の州では、青少年向け

の広告やコンテンツに対する規制もあるようです。 

 日本では、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

（平成 29年）」以降、大きな動きはありませんでした。令和４年の刑法改正で、侮辱（ぶじょく）

罪の法定刑が次のとおり変更され、厳罰化されました。 

 この厳罰化というのは、これまでに比べて処罰範囲が拡大されたわけでも、どのような行為が侮

辱罪に該当するのかという判断基準が変更されたわけでもなく、課せられる刑罰が軽微（けいび）な刑

罰であると「拘留（こうりゅう）又は科料（かりょう）」に加え、通常の刑法犯に課せられる「懲役（ちょうえき）刑」

「禁錮（きんこ）刑」「罰金（ばっきん）刑」が新しく加えられたものです。これは、今日、インターネット

上の誹謗中傷を内容とする投稿が社会問題化し、侮辱の内容も過激（かげき）なものが増え、それが広

範囲に伝搬（でんぱん）されることから、その被害もけっして軽いとは言えないものが増加してきている

ことに対応したものです。 

 また、平成 13年に施行されていたプロバイダ責任制限法は、インターネット上における誹謗中

傷等の相談件数が高止まりする状況を踏まえて、令和４年に「情報流通プラットフォーム対処法」

へと改正されています。この改正で、大規模プラットフォーム事業者に対する新たな規制が盛り込

まれ、SNS で誹謗中傷した人物を速やかに特定できるようになっています。 

これまで、SNS での誹謗中傷等による被害者が発信者を特定し、加害者に損害賠償請求しようと

するためには、以下のように３回もの裁判手続きを行う必要がありました。 

 ① ＳＮＳ事業者等への開示請求（仮処分申立て）をして、発信者の権利侵害投稿の際 

の IP アドレスとタイムスタンプを取得する。 

② これを基に通信事業者等への開示請求（訴訟提起及び消去禁止の仮処分申立て）を 

して、発信者の氏名および住所を取得する。 

③ これにより取得した氏名および住所を利用して損害賠償請求訴訟を提起する。 

今回の改正では、これまでのような手続きの煩雑（はんざつ）さを防ぎ、より円滑に被害 

者を救うことを目的に、上記（１）（２）を１つの手続で行うことを可能とする『新たな裁判手続

き』（非訟手続）が創設されました。 

パリオリンピックでは、選手に対する SNS 上での誹謗中傷が国際的な問題になりました。これま

で、匿名性が強かった SNS 等への投稿も、全世界的な対応が進みつつあります。いくら表現の自由

従来の法定刑⇒ 拘留又は科料 

改正後の法定刑⇒ 1 年以下の懲役若しくは禁錮若しくは 30 万円以下の罰金又は 

拘留若しくは科料 

※「拘留」とは、１日以上 30日未満、刑事施設に拘置する刑。「罰金」は、1万円以上

で、 「科料」は、1,000 円以上１万円未満の金銭を支払う刑。「懲役」は、刑務所で刑務作業

が強制される刑で、「禁錮」では刑務作業が強制されません。 
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があるからと言っても、個人に対する誹謗中傷は許されません。言葉や文字は時として武器にも匹

敵し、相手の命を奪うことを自覚しなければなりません。 
 

 双翼祭について  

今年の双翼祭は、昨年度の猛暑を踏まえて日程を３週間ずらしたうえ、昨年度同様に２日間開催とす

ることにいたしました。日程は９月 27日（金）午後と、28日（土）午前です（下校は 14:50 頃を予

定）。当日の応援は集団の動きを工夫し、隊形の変化やダイナミックな動きのある見ごたえ十分な応援を

行います。昨年度に引き続き応援席のテントを増設して熱中症防止に留意しての活動とします。種目を

短時間でも白熱するよう工夫を凝らすとともに、適宜休憩や給水の時間を設けるなど、生徒の体調管理

に努めます。 

なお当日の観戦について、保護者の皆様には以下の点について御理解と御協力をお願いします。 

・ ５類に引き下げられた新型コロナウイルス感染症ですが、感染が完全に終息したわけではあり

ません。当日は体調に異常があるときは来校を御遠慮ください。 

・ 本部用、来賓用又は生徒用テント（シート）への立入は御遠慮ください。また、生徒の応援席

や招集場所、競技に影響のある位置等での場所取りはしないようお願いします。 

・ ゴール付近や本部付近等、ある一定の場所で常時観戦することはお避けください。競技中の学

年の保護者を優先とするようお願いします。 

・撮影等のためにフィールド内への立入ることは御遠慮ください。また、撮影された写真等をＳＮ

Ｓ等で不特定多数へ配信することは御遠慮ください。 

・ 一般観客用のテントは設置いたしません。強い日差しが予想されますので、御家庭にて日傘や

飲物など熱中症対策に御留意ください。 

 

 大会結果について  

○剣道部 

 北信越中学校剣道大会 女子個人   ２回戦惜敗 

                   １回戦惜敗 

            女子団体  予選リーグ敗退   

 〇卓球部 

  北信越中学校卓球大会 男子個人   ３回戦惜敗 

  全国中学校卓球大会  男子個人   １回戦惜敗 

 ○わたしの主張『村上・岩船地区大会』 

  奨励賞      「子どものままで」 

９月の主な予定  

 
４ 水 瀬波大祭 ※体験的学習活動等休業日 

６ 金 単元テストⅠ 

９ 月 全校集会 

15 日 にいがた総おどり祭（万代シティなど） 

18 水 職員会議 (昼)執行委員会 

19 火 (放)専門委員会 

27 金 会場準備  PM 双翼祭開会式  

28 土 双翼祭   （雨天順延の場合、週休日） 

30  月 振替休業日 （双翼祭順延日） 


